
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １０ 府 省 庁 名 農林水産省              

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
協同組合等の法人税率の引下げ 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通法人の法人税率の引下げが行われる場合において、農業協同組合等についても、法人税率の軽減の趣旨

を反映した措置が講じられるよう配慮すること。 

 

 

 

関係条文 

 

 法人税法第 66条 

 

減収 

見込額 

［初年度］  －  （ －  ）  ［平年度］ － （ －  ） 

［改正増減収額］  （減収見込み額は精査中）                 （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 

 地域経済の柱となっている農林漁業者を支援することによる地域経済の維持・活性化 

 

 

 

 

（２）施策の必要性 

 

 協同組合は構成員である農林漁業者に最大奉仕をすることを目的とする相互扶助組織であり、協同組合等

に対する支援の効果は構成員たる組合員等に及ぶことになる。 

 かかる観点から、法人税率の引下げを行う場合には、農林漁業者等を構成員とする農業協同組合等につい

ても、同様の措置を講ずる必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能の発揮、森林

の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上

と国民経済の健全な発展を図る。 

《中目標》 

（農協）農業の持続的な発展 

（森組）森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 

（漁協）水産物の安定供給と水産業の健全な発展 

《政策分野》 

（農協）力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保等 

（森組）林業の持続的かつ健全な発展 

（漁協）漁業経営の安定 

政策の 

達成目標 

本措置により、農協等の経営基盤強化を行うことにより、組合員たる農林漁業者に対する支援

を強化し、農林漁業者の所得の向上を図る。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

－ 

政策目標の 

達成状況 

－ 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

適用件数見込み 

 ＜農協＞582件（全国の総合農協等（信用・共済・経済連等含む）のうち課税所得が発生した

総合農協等の数の過去３年平均から推計） 

 ＜漁協＞727件（全国の漁協等（漁連・信漁連含む）のうち課税所得が発生した漁協等の数の

３年平均から推計） 

 ＜森組＞395件（全国の森林組合のうち課税所得が発生した組合の数の３カ年平均から推計） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

農協等は組合員のために最大奉仕することを目的とし、営農指導事業等、組合員に対しその事

業自体では利益を生み出さない事業も行っており、農協等に対する支援の効果は広く組合員に

波及する。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

協同組合等の事業分量配当の損金算入 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

農協等についての法人税の軽減をすることにより、事業の継続に必要な最低限の内部留保が確

保されるとともに、配当コストを軽減することでその効果は出資者である組合員に波及し組合

員の経営の安定に寄与することとなる。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 － 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 － 

 

 

 

 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

 

平成 27年度要望：中小企業者等の法人税率の引下げ 
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